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琉大法学第87号

第2章国際人道法適用の基本問題

<1>国際人道法の平等適用

1国家の国際法上の平等原則・国家の持つ交戦資格

武力紛争における交戦国の相手交戦国に対する行動の制約原理たる国際人道法

が、戦争の違法化によって影響を受けるのか、という疑問がある。つまり、違法

な戦争を行う国も、合法的な自衛行為を行う国あるいは集団安全保障措置により

行動する国と、対等な国際人道法上の権利を有するのかという問題一より端的

な表現を用いれば、国際人道法の平等適用への疑問一が理論的に存在してきた。

侵略国とその犠牲国（そして集団安全保障参加国）との間の人道法の平等適用

を疑問視する学説として、横田喜三郎の次の説明をあげることができる。

「ここに戦争法規というのは、戦争を行なうにあたって守るべき法規のことであ

る。おもに中立に関係のあるものは、くつに取り扱うこととし、ここでは交戦国

の相互の間におけるものを説明する。それはおもに戦闘に関するものである。最

近に戦争が禁止され、犯罪化されたから、法律的には、戦争は起こらないはずで

ある。戦争を禁止した諸条約が忠実に守られたならば、戦争は絶対に起こらない。

国際法は条約が忠実に守られることを期待し、戦争も起こらないことを期待する

ものであるから、戦争を行なうにあたって守るべき法規を定めることは、理論的

に矛盾である。これらの法規は、戦争がまだ禁止されない前に定められたもので

あるが、それにしても、戦争がすでに禁止された上は、もう存在の理由を失った

ものといわなくてはならない。もとより、実際には、戦争が起こるかも知れない

が、その場合に、いままでの戦争法規がそのまま適用されるとは考えられない。

すくなくとも、理論的には、そうである。最近まで、戦争は適法なものであった。

戦争法規は、この適法な戦争で適用されるために設けられたものである。つまり、

たがいに適法な戦争を行なう国が相互の間で守るべき権利と義務を定めたもので
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ある。現在では、条約に違反して戦争に訴えた国にとって、戦争は違法なもので

あり、犯罪である。この国に対して、適法な戦争のために設けられた戦争の法規

が適用されるわけはない。この国は、この法規に基く権利をもたないはずであり、

他方の交戦国も、この国に対しては、この法規に基く義務をおわないはずである。

その戦争では、全く異った原理が支配するはずで、新しい法規が設けられなくて

はならない｡'」

この「新しい法規」は、結局、生じなかった。従来の条約・'慣習法の効力が戦

争の違法化ゆえに否定されることはなかった、といってよい。第二次大戦後のニュ

ルンベルグ裁判判決においても東京裁判判決においても1907年ハーグ陸戦条約を

はじめとする諸条約、そしてその条約規定に反映される'慣習法の有効‘性が承認さ

れ2、戦後の国際的武力紛争においても3相手国が違法な侵略国であることを理由

とする人道法の適用拒否、あるいは差別的な適用を主張する国は存在していない

ようである4.1977年ジュネーヴ諸条約第一議定書前文中の以下の一文はこの平

等適用を確認する趣旨である5。

「千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約及びこの議定書が、武力紛争の

'性質若しくは原因又は紛争当事者が掲げ若しくは紛争当事者に帰せられる理由に

基づく不利な差別をすることなく、これらの文書によって保護されているすべて

’横田喜三郎『国際法（再訂版)』（有斐閣全書)(1948年初版、1986年再訂版)276頁

2この点について、筒井若水『現代国際法論」（東京大学出版会、1972年)151頁参照。

3「侵略側」と「集団安全保障側」の明確な朝鮮戦争においても、差別適用の事実はなかっ

た（筒井若水『現代国際法論』（東京大学出版会$1972年）90～91,265頁)。

4「どちらの国家が侵略者であるかにかかわらず、ノ郡加be肋が武力紛争において双方に
平等に適用されるという原則は、今や国際法において十分に確立している。このことは、

第二次世界大戦後の諸法廷における様々な戦争犯罪裁判で確認され、そして1945年以降に

発生した紛争においてほとんどすべての国によって受け入れられてきた｡」(Louise
Doswald-Becked.,SanRemo腕α""αノonintemα"o"αノノαwapplicabﾉemarmedconflictsat

seapreparedbyinternα"o"αﾉﾉ､りﾉe応α"d〃αvαﾉ巳呼ﾌer応convenedムytheHI."江(Cambridge
UniversityPress,1995)p.78.,para.6.1.日本語訳：竹本正幸監訳『人道法国際研究所海上
武力紛争法サンレモ・マニュアル解説書』（東信堂,1997年26頁)(なお、上記引用文は
樋口訳）

*ICRC,Co加加e"”〃o刀妨eAc肋"o"αノProtocolspp.28-29.,paras.30-32.

－ 3 9 －



琉大法学第87号

の者について、すべての場合において完全に適用されなければならない」

国連安保理事会の決定によって武力制裁行為を行なう国連軍も制裁対象国と対

等な人道法上の権利義務を有するものかどうかは、かつて学問的な論議の対象と

なった6．今日、この国連軍による人道法適用に係る問題は、正当側と違法側と

の差別適用ではなく、一つには当該事態に必要とされる武力行使の程度、もう一

つには国連軍という各国の提供した軍隊からなる組織による人道法適用の技術的

な方法、として存在していると言える（後述)。

さて、このように、結論としての人道法の平等適用は、ほとんど疑問の余地は

ないが、その平等適用の理由・根拠を理論的にどのように説明するのであろうか。

Meyrowitzは、文明の原則、人道の原則、国際秩序の原則、そしてそれらに共通

する平和回復容易化の発想を示す7．この中で特に国際秩序の原則に関して、「国

際法は、一般的かつ本質的に国家の法的平等‘性に基く調整の法である。…国家の

法的平等’性は現在の国際秩序の基本原則の一つであり、武力紛争時に戦争法にお

いてそして戦争法によって守られる｡8」と述べられる部分が重要である。藤田久

一は、「平等適用はいわば自明の理でありそれをより積極的に根拠づける必要は

ない」としながら「あえて平等適用の根拠を問うなら、自律した法体系としての

戦争法、とくに人道法の基礎にある諸要素、しかも戦争観念転換後もなおその価

値と有効‘性を保持する諸要素に求められねばならない」として上記Meyrowitzの

著作に言及する9．杉原高嶺は、武力紛争法の存在理由そのものに平等適用の理

由が求められるとし、「すなわち、武力紛争時における戦闘員・文民の人道的保

6たとえば、アメリカ国際法学会での論議(ProceedingsoftheAmericα〃肋cieぴげ
肋花、α"o"αノLaw1952pp.216-220.)、万国国際法学会1971年決議(Conditionsof

ApplicationofHumanitarianRulesofArmedConflicttoHostilitiesinwhichUnitedNations

ForcesMaybeEngaged(SchindlerandToman(eds.),FourthEditionpp.1211-1213.))、宮
崎繁樹「集団安全保障と戦争法規」『法律論叢』第27巻第5．6号98～115頁など。

'HenriMeyrowitz,Leprincipe庇ノピgαﾉ"さ‘たsbelligerα"応火vα"/ﾉec加が北ねgzｨe"℃(A.
Pedone,1970)pp.252-259.

8肋id.,p.257.
9藤田久一『新版国際人道法〔再増補〕』（有信堂、2003年）44頁
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護の必要‘性である。捕虜の虐待の禁止、文民への無差別攻撃の禁止等は、侵略国、

被害国の区別を超えて求められる要請である｡10」と説明する。これらの諸説の問

題点として、以下の点を指摘できる。

1人道上の必要'性では、内戦において平等適用がないことを説明できない。

2戦争の違法化の影響をなぜ受けないのか、という疑問に対する理論的な説

明が弱い。換言すれば、戦争違法化以前の交戦法規と違法化以後の交戦法規とで

質的な相違が果たしてあるのかについて、十分な説明がなされない。

この問題については次のように考えるべきである。

国家はその大小・強弱を問わず法的形式的に対等なものと観念され、条約の締

結、外交使節団の派遣・接受、あるいは紛争解決のための国際裁判など、対等な

形で行うものと考えられ実行されてきた。そしてこのことは、国家間の平和的な

関係においてのみならず、武力の行使においても国家は法的に対等なものと位置

付けられる。これは武力行使の原因・正不正を問わない（無差別戦争観)、とい

う意味ではない。戦争違法化の中で一方の国家が違法な武力の行使を行っている

と認識される場合においても、国家の武力行使は「正規の」武力行使であり、非

は敵国にあるとしながらも敵は自己と対等な‘性質を持つ「国家」であり、そのよ

うなものとして戦われる。国際法上違法な武力行使の責任は紛争終了後に追及さ

れるべきであるが、現在進行中の武力行使は対等なもの同士の戦いである、と観

念される。このように武力の行使を行う国家（交戦国）は、交戦資格(facuﾉtas

be肋"di)を持つ。国家は武力を行使する「資格」を国際法上有するのであり、

その国家の軍隊に属する戦闘員は合法的に戦闘行為に参加できる。国家による武

力の行使は、たとえ国際法上違法な目的であろうとも、国際社会における対等な

構成者による行為と認められ、その上で当該武力行使の国際法上の合法‘性が問題

とされる。そして他方ルsinbe"oのレベルにおいて、その戦闘に勝利するために

必要な武力の行使は認められるが、その目的達成に必要のない破壊・殺毅が禁止

'0杉原高嶺『国際法学講義』（有斐閣、2008年)628頁
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される。これが〃sinbe肋とんsadbe"【1mの分離である。国家は国家である

ことから当然に交戦資格を持ち、他国と対等に武力を行使する資格を持つ団体で

あると国際社会全体において承認されている。国家が国家の意‘患として他国に対

して武力を行使するならば、それは対等平等な国家間の行為であり、その戦闘目

的に必要な行為であれば血sinbel／Oのレベルにおいて合法とされる。そして他方

で、〃sadbellumのレベルでは違法な武力行使についての国家責任さらには国

家指導者の個人的刑事責任が問われうることになるのである。従って、国際法上

の交戦資格を有しない内戦の反徒と政府との間においては、人道法の平等適用は

存在しない。政府は、反徒の暴力行為を、人道法上の合法‘性違法'性を問題とする

ことなく、国内法違反の犯罪として処罰対象としうる。これを国際法は容認する。

逆に、反徒は、政府側の暴力行為を処罰しうることを、通常、国内法上認められ

ないだけでなく、国際法上もその権利を保障されていない。人道法の平等適用の

根本的な根拠は、紛争当事者（国）の交戦資格保持者としての対等'性に求められ

なければならない。

2国連軍への人道法適用問題

前述のように戦争の違法化、特に平和強制型国連軍において従来の交戦法規が

どのように適用されるかについて、学問的論議が存在した。しかし、現在の問題

は、伝統的PKOを含む様々な国連の活動に関して人道法の適用がどのように必要

とされ、またその際にどのように履行されうるか、という技術的な部分に焦点が

移っていると言える。

PKO型国連軍においては武力紛争の存在を前提とせず、任務遂行上必要とされ

る最小限の強制力を個人や武装集団に対して行使することがありうるにとどまる。

このような状況においては交戦資格を持つ紛争当事者間での適用を前提とする国

際人道法は適用されない。基本的に、法執行上の強制力行使の制約原理が機能す

ることになる。但し、当該武装集団の組織‘性・実効‘性次第では「内戦（非国際的

－42－
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武力紛争）に適用される国際人道法」適用の可能‘性は残る。

安全保障理事会が「平和の破壊・侵略行為」を認定し、国連加盟国に対する勧

告による武力行使、すなわち「朝鮮国連軍型国連軍」においては、基本的に、国

際人道法は全面的に適用される。本来型国連軍一安全保障理事会が「平和の破

壊・侵略行為」を認定し、事前の特別協定により国連加盟国に兵力を提供させて

行なう武力行使一は前例もなく、今後もありそうにないが、国際人道法が全面

的に適用される、ということに変わりはない。

「国際人道法が全面的に適用される」ということは、国連がジュネーヴ諸条約

や追加議定書の当事者になる、ということではない。ジュネーヴ諸条約・追加議

定書その他の人道法関係の諸条約は、国連自体が当事者になることを予定してい

ない。あくまでも国連の活動に参加する個々の国家が、当該条約の締約国として、

人道法規適用の責任を負うのである。憲章上の国連軍でも朝鮮型の国連軍でも個々

の部隊提供国が人道法の適用責任主体である''・

国連の活動において人道法の適用が確保されるべきとの見解は、いくつかの機

会に表明されてきた。たとえば、1954年武力紛争文化財保護条約会議決議Iにお

いて

「本会議は、国際連合の権限ある機関が、憲章実施においてとられる軍事行動時

に、そのような行動に参加する軍隊による本条約諸規定適用を確保する決定を行

なうことを希望する｡'2」

と述べられ、また、1965年赤十字国際会議は、決議25において

「第20回赤十字国際会議は、

ジュネーヴ諸条約締約国はすべての場合に諸条約を尊重しかつ尊重させる約束をしてい

ることを考慮し、

さらに、国際連合緊急軍がこれら諸条約を尊重しかつ諸条約によって保護される必要が

''藤田久一『新版国際人道法〔再増補〕』（有信堂、2003年53～54頁

"UnitedⅣtJ"o"s刀eα〃此riesVol.249p､236.
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あることを考慮し、

すでに国際連合によってとられている実際上の措置に満足の意を表明し、

以下の勧告を行なう。

1.国際連合の下におかれた軍隊がジュネーヴ諸条約を遵守しかつ諸条約によって保護さ

れることを確保するために、適切な取り決めがなされるべきこと。

2．国際連合に部隊を派遣している国の政府は、自国部隊に対して－この問題の最重要

‘性ゆえに－本国出発前にジュネーヴ諸条約の適切な教示を行ない、そしてこれらの

諸条約の遵守を命じること。

3．派遣部隊に責任を有する当局は、ジュネーヴ諸条約の違反行為を防止し制止するため

に、必要なあらゆる措置をとることに同意する｡'3」

と勧告している。

しかし、国連自体がジュネーヴ諸条約・追加議定書の当事者となることについ

ては国連側から消極的な態度が示された。1972年の政府専門家会議においてICR

C草案は国際機関、特に国連の条約への加入の可能'性を考えていたが'4、国連事

務総長の代表者は、国連がジュネーヴ諸条約上の義務を履行することは不可能で

あることを説明し、その責任は部隊派遣国にあることを強調した'5。「提案されて

いる加入は誤った希望を生じさせるだけだ'6」と。多くの専門家もこのような加

'̂InternationalCommitteeoftheRedCross,Ha"肋ookoftﾙeIntemα"o"α/RedCrossandRed
CrescentMovement14thed.(Geneva,2008)p.1083.

'̂ICRC草案第78条（但し、具体的な条文はなし｡)ICRC,ConferenceofGovem"entE.叩ﾌe蹄
o〃the他q伽，α"o〃α"dDeve伽加entoゾ〃たr"α"o"αノH""'α""α"α〃LawAi邪ﾌ"ca6彪加
ArmedCo城ictsIBAS.ﾉCTEXTS(Geneva,1972)p.26.

"ICRC,ConferenceofGovernmentxpertsontﾙeRe〃'"1α"o〃α"dDeveﾉ｡p"entof
Internα"o"αﾉHiｨ"α"itariα〃Law』劫ﾌ"cα"e加幻med⑰柳c応〃COA伽伍ⅣTARYpα〃o"e
(Geneva,1972)p.159.,ICRC,⑰砿renceofGover"〃entExpertso〃肋eRea'”1α"o〃α"d

Deveﾉ｡p"entofIntemα"o"αノH"碗α""aria〃Law』4坪ﾌ"ca6陀加』irmedCひ城ictssecond

session3Mcりノ-3June1972Reporto〃的e〃b戒oftﾙeConferenceVol.1(Geneva,1972)

pp.193-194.

"ICRC,ConferenceofGovernment助'e緬o〃theReaffirt"α"o〃α"dDeveﾉ｡p"entof
加e〃α"O"αﾉHtｨ碗α"j""α〃LawJ物，"Ca6たinArmedConflictssecondsession3Mcり'‐3

〃"e1972ReportontheWorkoftheCo唯だ"ceVol.1(Geneva,1972)p.l94.para.4.166.
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入条項に反対の意を示し'7,1973年の外交会議草案には国際機関の加入条項は入

れられず、最終条文においてもこのような加入条項は存在しない。

しかし、大規模な戦闘を想定する強制行動型国連軍ではない伝統的PKO型国連

軍においてはどうか。従来、国連の方針として国連軍が「軍要員の行動に適用さ

れる一般的国際諸条約の原則と精神を遵守する」とされてきた'8°これをより具

体化する趣旨で1999年に国連事務総長(KofiA.Annan)は行政文書を作成し、

国連軍による国際人道法遵守についての方針を明らかにした19．これによれば、

強制行動あるいは武力行使が自衛において許される場合の平和維持活動において、

本文書中の国際人道法の基本的原則および規則が国連軍に適用される、として、

具体的な規則が例示的に示される。しかし、平和維持活動と強制行動という本来

異質の活動の両方に適用されることで、従来からの理論的問題を解決するよりも、

むしろ混乱をもたらしていると言える。一方で大規模な戦闘を想定し、第5節5項

で比例原則を取り入れる一方で、第8節では「捕虜(prisonersofwar)」の概念を

明示しない。実際、この文書においては被抑留者(detainedpersons)、捕われの

者(prisoners)という表現が用いられ、国際法上固有の意味を持つ「捕虜(prison

ersofwar)」という言葉の使用を注意深く避けている。被抑留者について「その

法的地位に影響を与えることなく」捕虜条約の関連規定に「必要な変更を加えて」

取り扱うとしており、その被抑留者を合法的戦闘員としての地位を認めるかどう

かの問題を回避している。本文書の基本原則および規則は「国連軍が戦闘員とし

て能動的に交戦する武力紛争の事態において、その交戦の限りでかつその継続中

に適用される。従って強制行動において、あるいは武力行使が自衛として許され

"Ibid,p・194．para､4.168．
"A/7720(RespectforHumanRightsinArmedConflicts:ReportoftheSecretary-General)

paras.9,114.

"ST/SGB/1999/13(Intemα"o"αﾉLegnノMateriαなVol.38,No.6.pp.1656-1659.)日本語訳：
新井京「『国連軍による国際人道法の遵守』に関する事務総長告示」『京都学園法学』2000

年第1号（通巻第32号）44～49頁
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る平和維持活動において、適用される｡」と規定する20°しかし、大規模な軍事活

動を伴う強制行動を朝鮮型国連軍で行なう場合、人道法適用主体は各軍隊提供国

である。伝統的PKO活動において想定される武力の行使についての行動原理がこ

こでの問題であり、それは基本的に交戦当事者間の平等適用を前提としない法執

行型の武力行使である。そこにおいては、国連側の相手の個人・集団に合法的戦

闘員の地位は存在しない。本文書ではこの点を明確にすべきであっただろう。

<2＞「国際的武力紛争に適用される国際人道法」と「内戦に適用される

国際人道法」

国際人道法は、「国際的武力紛争に適用される国際人道法」と「内戦に適用さ

れる国際人道法」の二つに大別できる。基本的に二元構造を有しているのである。

伝統的には前者のみが国際法において存在し、1949年ジュネーヴ諸条約共通第3

条2'成立以後に後者の体系が発展してきたと言える。

では、「国際的武力紛争」とは何か、「内戦」（あるいは「非国際的武力紛争｣）

とは何か22.そして、それぞれに適用される国際人道法にどのような違いがある

のか。

1国際的武力紛争に適用される国際人道法

1949年ジュネーヴ諸条約共通第2条で「この条約は、二以上の締約国の間に生

ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合について、当該締約国

の一が戦争状態を承認するとしないとを問わず、適用する｡」と規定される。

20第1節1項

*1949年ジュネーヴ四条約のそれぞれに共通する第3条。ただし、厳密に言えば完全に同一の

条文ではない。第二条約のみに「及び難船者」の語が含まれている。

22本稿において「内戦」と「非国際的武力紛争」を概念的に区別しない。同義語として使用

する。
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1907年の「陸戦ノ法規‘慣例二関スル条約」では、前文中に「兵カニ訴フルコトア

ルヘキ場合二付」との文言が見られるが、条約の適用に関する条項はない。従来

の条約では適用条件についての規定は置かれなかったが、戦争が宣言されない場

合や相手政府の不承認などにより戦争状態が否定される場合にも人道法条約は適

用されることを明確にする必要,性から、上記の規定が入れられたのである23°そ

れではこの「武力紛争」とは何を意味しているのであろうか。ICRC発行のジュ

ネーヴ条約注釈書では、人道法適用における「武力紛争」の概念は、敵対行為の

存在という事実上の概念であり、敵対行為のレベル（戦闘の規模．激しさ、ある

いは時間的継続‘性）は関係ない、と理解されている¥1977年ジュネーヴ諸条約

第一追加議定書第1条3項では、「この議定書は、戦争犠牲者の保護に関する千九

百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約を補完するものであり、同諸条約の

それぞれの第二条に共通して規定する事態について適用する｡」と規定して1949

年ジュネーヴ諸条約共通第2条の適用条件をそのまま踏襲している。この共通第2

条への言及について何ら論議はなく25、ICRC発行の第一追加議定書注釈書でも、

｢人道法は軍隊の使用を含む二国間のいかなる紛争にも適用される。その紛争の

長さもその密度も関係がない26」として、1949年諸条約共通第2条についての説明

を繰り返している。

このように、人道法の適用対象たる「国際的武力紛争」とは、二カ国またはそ

れ以上の国家間に敵対行為が事実上存在している紛争で、その敵対行為のレベル

は関係しない、と理解されている。先に述べたように、国家は国家であることか

ら当然に交戦資格を持ち、他国と対等に武力を行使する資格を持つ団体であると

*ICRC,Cひ加加e"α〃/pp.28-29.したがって、この共通第2条の規定は人道法条約に新たな
要素を導入するものではなく、「あらゆる疑いを避けるため」の規定である。(Hilaire

McCoubrey,Intemα"o"αﾉH""α""α"α〃Law:mo昨加咋veﾉ｡p"e"応加吻e〃""α"onof

wα碗re(SecondEdition),(Ashgate,1998)pp.60-63.）
*ICRC,⑰加加e師α〃/p.32.
*BOTHE,PARTSCH,SOLF,Co加加e師α〃o〃助eTwo1977Protocolsp､45.
*ICRC,⑰加加e”α〃o刀妨eAc肋"o"αノProtocolsp､40.,para､62.
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承認されている。従って国家が何らかの目的で他国に対して武力を行使する場合

に人道法が適用されるのであり、その用いられる武力のレベルを問う必要がない

のである。国家が国家の意思として他国に対して武力を行使するならば、それが

すなわち武力紛争なのである。このように、国際的武力紛争の概念は、その当事

者の国家’性、あるいは国際法上の交戦資格保有団体としての'性質に基づいており、

武力紛争のレベルに基づくものではない。「国家責任の規則にしたがって国家に

帰属しうるいかなる武力の使用も、国際法上、戦争法規の適用を生じさせる｡27」

のである。

国家（および後述の民族解放運動団体や政府によって承認された交戦団体）は

互いに対等平等な交戦資格を有する団体であり、これらの間において適用される

規範が「国際的武力紛争に適用される国際人道法」である。その具体的な内容は

次章以下で検討したい。

2内戦に適用される国際人道法

内戦とは、通常、国家内での既存の政府とそれに対抗する反徒の間の武力紛争

を意味する。既存の政府は、当該国家を代表するものとして国内的・国際的に認

められており、国内における行政権一特に、既存の秩序を維持するための強制

力の行使一を独占し、また、国際的には当該国家を代表して行動する資格を保

有している。前述のとおり、国家は交戦資格を持つが、既存の政府はこの資格を

実際に行使して国家としての武力の行使を国際的に行う能力を有するのである。

このように、既存の政府は国内法的・国際法的に武力を行使する資格・能力を有

する。一方、反徒の団体は国内的にも国際的にもそのような資格・能力を当然に

は認められない。武力により既存の政府に取って代ったり、武力により分離独立

を企てる行為は、通常、国内法的には犯罪行為として扱われる。国際法上このよ

DietrichSchindler,"TheDifferentTypesofArmedConflictsaccordingtotheGeneva

ConventionsandProtocols",Recueilcたsα"応Tome163(1979-0)p.131.
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うな反徒の行為は犯罪とはされないが、反徒が交戦団体としての国際法上の権利

を当然に有するものでもない。反徒が既存の政府に勝利して、事実として、新政

府になったり、新独立国となった場合に、他国からの承認により国際法的にそれ

らが確認されるにすぎない。したがって内戦において既存の政府は、国内法上の

正統‘性を背景に、秩序維持機能の行使として、反徒による武力行使を国内法上の

犯罪として対処するのであり、そこには国家間の武力行使のように対等平等な両

者間の武力行使の観念は存在しない。但し、理論的には、既存の政府から「交戦

団体承認」を受ければ、反徒の団体は外国国家と同様に交戦資格を持つことにな

り、国家間と同じ国際人道法（'慣習国際法）が適用されることになるが、実際に

この制度が用いられることはほとんどない（後述)。

従って内戦とは、一般に国際法主体‘性を認められ交戦資格を保持する国家を代

表する政府と、国際法上の地位を有さず国内法的には犯罪者集団と位置付けられ

る反徒との間の、武力を用いた紛争である。国内秩序・制度を暴力的に変更しよ

うとする試みに対しては、政府はそれを犯罪行為として制圧し、犯罪者を拘束し

処罰することにより、秩序回復を行なおうとする。通常の治安維持行為・法執行

行為である。しかしながら、反徒が強力な組織・実力を保持するに至り、国家領

域の一部を実効的に支配するなどして既存の政府に対抗しうるほどの勢力を持つ

ようになれば、両者問の実力行使は国家間の武力紛争に類似してくる。政府の強

制力の行使形態は「法執行パラダイム」から「戦闘パラダイム」に移行する。

｢法執行パラダイム」で想定される当事者は「警察」と「犯罪者」であり、警察

は犯罪者に対して圧倒的な力の優位さを保持していることがその前提とされる。

強大な権力を有する国家機関たる警察は、法を犯す者といえども可能な限り生命・

身体を傷つけることなくその者を拘束することを求められる。他方、「戦闘パラ

ダイム」では想定される当事者は「A国軍隊」と「B国軍隊」であり、ある程度

互角の力を有するものと仮定される。そしてこのように一方が圧倒的な力の優位

さを保持することなく互いに強力な破壊兵器を有する主体間では、直接攻撃が通

－ 4 9 －
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常の手段一最終手段ではなく－とならざるを得ない。従って、「犯罪者集団」

が強力な組織となり、その事態が本格的な内戦になってくると、事実上、法執行

が戦闘に近づいてきて両者の区別が失われていく。圧倒的な力の優位を前提とす

る強者の側の弱者に対する配慮が不可能となってくるのである。では、政府と反

徒の間の武力闘争がどのレベルに達したときに「内戦に適用される国際人道法」

が適用されるのか。1949年ジュネーヴ諸条約共通第3条においては「締約国の一

の領域内に生ずる国際的‘性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、

少くとも次の規定を適用しなければならない｡」と規定されるだけであるが、197

7年第二追加議定書には、その事項的適用範囲について、第1条にかなり詳細な規

定がある。

「第1条（事項的適用範囲)1この議定書は、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に共通

の第3条を、その現行の適用条件を変更することなく発展せしめかつ補完するものであって、

｢1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する

議定書（第1議定書)」の第1条の対象とされない武力紛争で、かつ、締約国の領域内におい

て、責任ある指揮の下に、持続的かつ協同的軍事行動を実行しこの議定書の実施を可能に

する程度の支配をその領域の一部に対して行使する反乱軍隊又は他の組織的武装集団と、

締約国の軍隊との間に生じるすべての武力紛争に適用する。

2この議定書は、暴動、単発及び散発の暴力行為、並びに他の類似の‘性質を有する行為の

ような、武力紛争でない国内的な騒擾及び緊張の事態には適用しない｡」

この共通第3条の適用範囲と第二議定書の適用範囲は同じではなく、後者のほう

がいっそう狭いと一般に解されている28.しかし、国際的武力紛争の場合とは異

なって、条約規定の適用される内戦が存在するためには一定レベル以上の「武力

紛争」の「強度」（敷居）が必要である、と考えられている点は変わらない。こ

の点について、「暴動、単発及び散発の暴力行為、並びに他の類似の’性質を有す

28樋口一彦「内戦に適用される国際人道法の適用条件一武力紛争の存在及び武力紛争と当

該行為との関連‘性をめぐって－」『琉大法学』第64号（2000年9月）12頁

－50－



国際人道法ノート（2）（樋口一彦）

る行為のような、国内的な騒擾及び緊張の事態には適用しない」旨明文で規定さ

れることも多いが29,1949年ジュネーヴ諸条約共通第3条のように明文の規定の含

まれない場合でも、そのような事態には適用されないと解釈されている30°国際

的武力紛争に適用される国際人道法では、その適用において武力紛争の強度は問

題にならないのに、なぜ内戦に適用される国際人道法の適用においてはこれが求

められるのか。

「内戦に適用される国際人道法」には、一方において、「国際紛争に適用され

る国際人道法」にできるだけ近づけて法的に構成しようとする方法論がある。こ

の場合、反徒を政府と同じ人道法主体と位置付ける必要があり、その端的な仕組

みが次に論じる「交戦団体承認制度」である。この場合、反徒としての十分な組

織’性・実効‘性を有することが実際上の前提となる。他方において、政府のみを法

主体とし、反徒の団体としての主体’性を否定し、反徒に属する個人の刑事責任を

問うアプローチがある。これは、基本的に政府の行動を法執行としてとらえるも

のである。この場合には、反徒の組織‘性・実効‘性は全く問われない。つまり理論

的には、交戦団体承認を通じての対等な人道法適用システムか、若しくは、政府

の法執行における制約原理および反徒に属する個人の刑事責任体系、のいずれか

ということになる。しかし、現実の諸国の事前の合意によって作られる条約規範

は、この両者の中間に位置している。すなわち、一方で当該紛争の強度を求める

ことによって反徒の組織,性・実効‘性を要求しながら、他方において反徒の団体の

地位を認めることなく、反徒に属する個人の刑事責任だけを追求する仕組みになっ

ているのである。さらに、内戦に直面した諸国は、自国内の「武力紛争」の存在

29iQ77年ジュネーヴ諸条約第二議定書第1条2項、1999年武力紛争の際の文化財の保護のため

の条約第二議定書第22条2項、特定通常兵器使用禁止制限条約地雷、ブービートラップ及び

他の類似の装置の使用の禁止又は制限に関する議定書(1996年5月3日に改正された議定書）

第1条2項、特定通常兵器使用禁止制限条約2001年改正第1条2項、国際刑事裁判所規程第8条

2項(d)(f)
30樋口一彦「内戦に適用される国際人道法の適用条件一武力紛争の存在及び武力紛争と当

該行為との関連'性をめぐって－」『琉大法学』第64号（2000年9月）7頁
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を否定することにより、「内戦に適用される国際人道法」の公式の適用を否定し

てきた。少なくとも、条約規定の作成、そしてその公式の適用という側面ではそ

うである。では－建前の立場をさておいて－実際の行動においてはどうだろ

うか。現実に反徒が政府軍に十分に対抗できるだけの組織‘性・実効‘性を保持し、

さらに一定の領域を支配し、事実上の統治機能を行なうに至れば、敵対行為に参

加した反徒の構成員を通常の犯罪者として扱うことは不可能になり、事実上の戦

闘員・捕虜として取り扱わざるを得ない。しかし、このことは決して法的に承認

されることなく、事実上の措置にとどまる。このことが法的な評価を難しくする。

｢内戦に適用される国際人道法」を「武力紛争の存在」という条件付きの「政府

による法執行法」と考えることもできなくはない。諸国政府の建前を重視すれば、

そうならざるを得ない。しかし、建前を離れて実際的側面を重視すれば、平等な

交戦当事者間の武力紛争の規範という本来の人道法に近づけて理解することも可

能である。「内戦に適用される国際人道法」はこの両者のはざまに位置する。

3反徒の位置づけ

「反徒」とは、一国内において既存政府の武力による転覆や当該国家からの武

力による分離独立などを目的として、既存政府に対抗できるほどの実力を有する

に至った組織を意味する。国際法学上、必ずしも確立した用語ではない。「反徒

(叛徒)」のほか、「反徒団体」「反乱者」「反乱団体」「反乱活動団体」「反乱軍」

等の表現も使用されている。英語文献においても"insurgent"のほか、"rebel",

"insurrectionalmovement","armedoppositiongroup","dissidentarmedforces"

なども使用される。

反徒は、国際法上、例外的に重要な位置づけを受けている。まず、国際人道法

条約の締結能力を認められている。1949年ジュネーヴ諸条約共通第3条に、次の

規定が含まれる。

「紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部または
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一部を実施することに努めなければならない｡」

この種の特別協定の実例はあるものの、しかしながら、極めて例外的な存在であ

る3,．このような特別協定が締結されなければ、反徒は条約の締約者ではなく、

共通第3条や第二議定書によって拘束されることはない32.次に、反徒の活動が成

功して既存の政府を打倒し、自ら新政府になったならば、反徒時代の行為につい

て国家責任を負うことが国際法上認められている。ILC国家責任条文第10条第1

項および第2項は次のように規定する。

「，国家の新政府となった反徒の行為は、国際法上当該国家の行為とみなされる。

2既存国家の領域の一部またはその国の施政下にある領域において新たな国家の樹立に

成功した反徒等の運動団体の行為は、国際法上その新国家の行為とみなされる｡"」

この条文についてILCの注釈では、この反徒には様々な形態のものがあり包括的

な定義は困難であるとしながら、1977年ジュネーヴ諸条約第二議定書の適用範囲

の規定34が参考になる、としている35°このILC条文はあくまで「国家責任」条文

であり、政府になることができなかった不成功の反徒の国際責任はこの条文の対

象ではない36。しかし、成功した場合に国際法上の責任を負うこととなる反徒の

行動は、国際法上重要な位置づけを与えられうる。

ところで、先に内戦を政府と反徒の間の武力紛争と定義したが、反徒間の武力

3'樋口一彦「政府と反徒の間の国際人道法適用合意」『琉大法学』第77号参照

32樋口一彦「ジュネーヴ諸条約第二追加議定書における反徒の地位」『関西大学大学院法学

ジャーナル』第50号参照。但し、この点について、反徒に対する拘束力を肯定する見解が

「通説」である。

33yｾα肋ook可妨e伽emα"o"αﾉLawCommission2001Volume11PartTwo(UnitedNations,
2007)p.26.日本語訳：奥脇編『条約集2011J107頁、松井編『条約集2009J149～150
頁、広部、杉原編『条約集2009J120～121頁など。なお、本文中の引用は樋口訳。

卿第1条1項「反乱軍その他の組織された武装集団（持続的にかつ協同して軍事行動を行うこ

と及びこの議定書を実施することができるような支配を責任のある指揮の下で当該領域の

一部に対して行うもの)｣、第1条2項「暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに

類する‘性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、武力紛争に当たらない」

35yどα池ooko"ieInternα"o"αﾉLaw⑰加加なsion2001VolumenPartTwo(UnitedNations,
2007)p.51.para.9.

*Ibid,p､52．para､16.

－53－



琉大法学第87号

闘争は内戦に含まれるのであろうか。条約適用上の規定をまず見てみよう。

1949年ジュネーヴ諸条約共通第3条

「締約国の一の領域内に生ずる国際的’性質を有しない武力紡争の場合には、各紛争当事者

は、少くとも次の規定を適用しなければならない｡」

1977年ジュネーヴ諸条約第二議定書第1条

「この議定書は、・・・締約国の領域において、当該締約国の軍隊と反乱軍その他の組織

された武装集団（持続的にかつ協同して軍事行動を行うこと及びこの議定書を実施するこ

とができるような支配を責任のある指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの）との間

に生ずるすべてのものについて適用する｡」

1954年武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第19条

「締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者

は、少なくとも、この条約の文化財の尊重に関する規定を適用しなければならない｡」

1999年武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第二議定書第22条

「この議定書は、締約国の一の領域内に生ずる国際的‘性質を有しない武力紛争の場合につ

いて適用する｡」

1998年ICC規程第8条(0

「(e)の規定”・・・は、政府当局と組織された武装集団との間又はそのような集団相互の

間の長期化した武力紛争がある場合において、国の領域内で生ずるそのような武力紛争に

ついて適用する｡」

2001年特定通常兵器使用禁止制限条約改正第1条

「この条約及びこの条約の附属議定書は・・・千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸

条約のそれぞれの第三条に共通して規定する事態についても適用する｡」「締約国の一の領

域内に生ずる国際的‘性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、この条約及び

この条約の附属議定書に規定する禁止及び制限を適用しなければならない｡」

”「確立された国際法の枠組みにおいて国際的‘性質を有しない武力紛争の際に適用される法

規及び'慣例に対するその他の著しい違反」
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これらの条文の中で文言上比較的明瞭なのは1977年第二議定書と1998年ICC規程

である。前者においては締約国軍隊（政府軍）と反徒との間に生ずる武力紛争に

おいて適用するとされており、反徒間の紛争を排除している。他方後者において

は反徒間の紛争においても適用される規定ぶりになっている。1949年共通第3条、

1954年文化財保護条約第19条はほぼ同じ表現の規定であり、実際、1954年条約第

19条は1949年共通第3条をモデルとして作成されている38°この共通第3条につい

てICRCの注釈では政府と反徒の間の武力紛争が想定されており、反徒間の紛争

をも含むとする説明はない39．

条約の適用範囲は、その個々の条約におかれた規定によって決められるもので

ある。従って、諸条約で同じである必要はない。問題は、その条約適用上の反徒

の位置づけである。ICC規程において反徒間の紛争も適用対象になるとしても、

反徒が団体としての権利主体と位置付けられることなく、反徒に属する個人が国

際法上の刑事責任の対象となりうるにすぎない。

武力紛争の‘性質は、それが生じる場所の要素ではなく、その当事者の法的‘性質

によって決定される。当事者の法的’性質とは、交戦資格を持つ団体であるかそう

でないか、である。交戦資格を有する団体間の武力紛争が国際的武力紛争であり、

交戦資格を持つ団体とそうでない団体との武力紛争が内戦であり、交戦資格を持

たない団体間の抗争は犯罪行為であっても何ら公的な‘性質のない暴力にすぎない。

つまり、敵の団体を打倒するために必要な物理的強制力行使も国内法上の犯罪と

位置付けられる。秩序回復のための警察行為と認められることもなく、また、国

際法上の戦闘員による戦闘行為として国際人道法上の保護を受けることもない。

そのうえで、その強制力行使において不必要な破壊・殺傷行為がなされれば、国

際法上の犯罪行為と認識されうるのである。

”この点について、樋口一彦「ジュネーヴ諸条約第二追加議定書における反徒の地位」『関西

大学大学院法学ジャーナル』第50号13～16頁参照。

"ICRC,Cひ加加e"taryIpp.49-52.
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※交戦団体承認制度

内戦において政府が反徒を「交戦団体」として承認すれば、反徒は交戦資格を

持つ団体となり、その政府と反徒の間の紛争は交戦資格を有する団体間の武力紛

争、すなわち国際的武力紛争となる。国際的武力紛争に適用される国際人道法た

る‘慣習法が政府と反徒に平等に適用されることとなる40。特に重要なのは、反徒

に属する戦闘員に国際人道法上の戦闘員の地位が認められ、戦闘への参加のみを

理由として処罰されなくなることである。国際人道法の諸条約については、反徒

は条約の締約国ではないので交戦団体承認を受けても自動的に条約上の権利義務

を有することにはならないが、政府と反徒の間の特別協定によって当該条約の全

部または一部を実施することもありうる4'。

ところで、交戦団体承認制度は、内戦の生じた国の政府および反徒と第三国

(外国）との間の中立法適用に主眼があり42、政府と反徒の間の人道法適用を主

な目的とするものではなかった。実際、既存の政府による交戦団体承認の例はこ

れまでほとんどなく、政府と反徒の人道法の平等適用という側面は講学上のもの

でしかなかった、といっても過言ではない。諸文献において言及されるのはアメ

リカ南北戦争時の事例にほぼ限られている43。確かに、反徒が強力な組織を有す

るに至り、政府軍と桔抗する実力を持つようになれば、その戦闘は国家間の武力

40立作太郎『内簡Lト国際法』（明治45年初版、大正3年再版、日本大学）70～71,92～99頁、
田岡良一『国際法講義上巻』（昭和30年、有斐閣)141～142頁、田畑茂二郎『国際法I
〔新版〕』（有斐閣法律学全集55,1973年)281～287頁

"1949年ジュネーヴ諸条約共通第3条、1954年武力紛争文化財保護条約第19条2項特別協定

締結自体は交戦団体承認を前提とはしないが、合意の内容によっては黙示の承認と解され
うる。

42第三国が他国の内戦の反徒を交戦団体として承認し、中立法の適用関係に至る諸例は、主

に、19世紀に見られた。（林久茂「交戦団体承認についての一考察」『法学論叢』第61巻6

号、LindsayMoir,Theﾉ､〃Qinternα/αrmedconflict,(CambridgeUniversityPress,2002),
pp.6-9.)
1861年4月19日の封鎖宣言が政府による交戦団体の黙示の承認と理解されている(Lindsay
Moir,Theノawofinte〃αノαrmedconflict,(CambridgeUniversityPress,2002),pp.12-13.,
田畑茂二郎『国際法I[新版〕』（有斐閣法律学全集55,1973年)284頁)。
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紛争に類似したものとならざるを得ない。そしてその際の破壊殺識の抑制規範と

して、人道法の適用が望まれることになる。ここで、政府による若干の人道法規

適用は必ずしも交戦団体の黙示の承認とはならないと解される"が、しかし、既

存政府が反徒を交戦団体として承認し、自らと対等な地位にある武力行使団体と

認めることは、政府の弱体化の自白であり、これを明確に行なうことは通常あり

えない。黙示の承認と解されるような行為すらも‘慎重に避けられる。政府は建前

上あくまで反徒を「犯罪者集団」「テロ集団」と位置付けながら、他方で実際上

可能な武力行使抑制行動を考えるのである。しかし、いかに実例が少なくとも体

系的に国際人道法を語る場合には、この「交戦団体承認制度」の存在を無視する

ことはできない。「内戦に適用される人道法」を理論的に捉える際に､一つの極

にこの交戦団体承認制度を置き、他方の極には政府による反徒制圧の秩序維持・

警察行為を置き、この両極端の広がりの中でその位置づけを考えなければならな

いからである。

4民族解放戦争

民族解放戦争とは、一般に、本国の支配を受ける植民地が本国からの独立を求

めて闘う武力闘争のことを意味する。この形態の紛争は、長らく内戦の一類型と

考えられてきた。1949年ジュネーヴ諸条約共通第3条作成時においてもそうであっ

た幅。しかし、1960年代以後の民族自決権の形成・発展により、自決権を行使す

る人民に人道法上の独自の主体‘性が承認されてきた。それが最終的に確認された

のが1977年ジュネーヴ諸条約第一議定書第1条4項である。

“「人道的判断による若干の戦争法規の反徒に対する適用の事実だけでは、交戦団体の承認
とはならない｡」（万国国際法学会1900年決議「反乱発生時における、反乱に直面した既存
政府に対する外国の権利義務」第4条2項）

誰器;書等:鍔竺豊器器苦隈
(日本語訳：高橋『纂註国際法

4s樋口一彦「民族自決権を行使する人民の交戦資格」『関西大学大学院法学ジャーナル』第
53号5～7頁
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1977年ジュネーヴ諸条約第一議定書第1条

「3この議定書は、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ

諸条約を補完するものであり、同諸条約のそれぞれの第二条に共通して規定する事態につ

いて適用する。

43に規定する事態には、国際連合憲章並びに国際連合憲章による諸国間の友好関係

及び協力についての国際法の諸原則に関する宣言にうたう人民の自決の権利の行使として

人民が植民地支配及び外国による占領並びに人種差別体制に対して戦う武力紛争を含む｡」

この条文において「国際連合憲章並びに国際連合憲章による諸国間の友好関係及

び協力についての国際法の諸原則に関する宣言にうたう人民の自決の権利の行使

として人民が植民地支配及び外国による占領並びに人種差別体制に対して戦う武

力紛争」と定義された民族解放戦争は、「諸条約のそれぞれの第二条に共通して

規定する事態」すなわち国際的武力紛争であると位置づけられたのである。この

第1条4項の規定は、民族解放戦争がその'性質上国際的武力紛争であることを承認

したものであるが、しかしそれだけでは個々の具体的な紛争への諸条約および第

一議定書適用の効果を生じさせない。締約国政府と戦う人民は条約の当事者では

ないからである。従って、当該人民は、諸条約および第一議定書を受け入れる意

思を表明しなければならない。このことを規定したのが第一議定書第96条3項で

ある。

1977年ジュネーヴ諸条約第一議定書第96条3項

「3第一条4に規定する武力紛争においていずれかの締約国と戦う人民を代表する当局

は、寄託者にあてた一方的な宣言により、当該武力紛争について諸条約及びこの議定書を

適用することを約束することができる。この宣言は、寄託者がこれを受領したときは、当

該武力紛争に関し、次の効果を有する。

(a)諸条約及びこの議定書は、紛争当事者としての当該当局について直ちに効力を生ずる。

(b)当該当局は、諸条約及びこの議定書の締約国の有する権利及び義務と同一の権利及び

義務を有する。
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(c)諸条約及びこの議定書は、すべての紛争当事者をひとしく拘束する｡」

追加議定書作成後30年以上経過した今日、この民族解放戦争関連規定の公式の適

用例は、知られていない。今後も、これが公式に適用される可能‘性は低い。その

意味では「そもそも適用されない規定」「死文である」との評価46はあながち間違

いではない。1977年第一議定書における民族解放戦争関連規定は、将来の適用を

目的とするというより、過去の植民地独立闘争一一そしてイスラエル占領地にお

ける闘争やかつての南アフリカ人種差別体制との闘争一一という民族解放戦争の

国際的'性質を承認するものである。このような実際に適用され難い規定は、国際

法の体系の中では特異なものかもしれない。しかし、その国際‘性の承認なくして

は、国際人道法の再確認と発展の作業が成り立たなかったことも事実である。

<3＞国際人道法適用の始期と終期

1適用の始期

国際人道法の中には、例外的に、武力紛争の存在しない時からの適用が予定さ

れる規定も存在している。たとえば、「条約原則の自国内での普及・周知」47は、

｢平時であると戦時であるとを問わず」「平時において武力紛争の際と同様に」行

うこととされている48。しかし、原則として、国際人道法は、「武力紛争」におい

て適用される法であり、常に適用されるものではない。適用の始期について、諸

条約・議定書では「(戦争又は）武力紛争の場合」「占領の場合」に適用されるも

*GeorgeH.Aldrich,"ProgressiveDevelopmentoftheLawsofWar:AReplytoCriticisms

ofthe1977GenevaProtocolI",臓噌”αJb"〃αノq〃"花〃α"o"αノLawVol.26-3(1986)

pp.702-703.
471949年第一条約第47条、第二条約第48条、第三条約第127条、第四条約第144条、第一議定

書第83条、第二議定書第19条

48常に適用される規定の例として、他に、新兵器・戦闘方法の研究・開発についての第一議

定書第36条や法律顧問の任用に関する第82条などが挙げられる(ICRC,Cひ加加e耐α〃o〃的e
4‘城"o"αノProtocolspp.66-67.,BOTHE,PARTSCH,SOLF,⑰加加e"、〃o〃的eTwo1977

Protocolsp.58.)。
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のと規定される49．この「武力紛争」の意味については、本章<2＞（｢国際的武

力紛争に適用される国際人道法」と「内戦に適用される国際人道法｣）において

既に説明を行った。「占領」については、「占領地における文民の保護」の中で、

下記第4章において検討したい。ここでは事実としての武力紛争あるいは占領が

生じたならば、当然に、国際人道法の法的な適用が始まる、ということだけを確

認しておきたい。このことは、’慣習国際人道法も国際人道法条約も基本的に同じ

であるが、条約については固有の発効要件・効力発生についての規定が存在する。

それらは、個々の条約の効力発生規定によるが、ジュネーヴ諸条約・追加議定書

の特徴としていくつかの点を指摘することができる。

○条約発効に必要な締約国数の少なさ

1949年ジュネーヴ諸条約・1977年追加議定書・2005年第三議定書の効力発生に

必要な批准書（および加入書）の数はわずかに2である50．これは他の「法典化条

約｣51と比べて非常に少ない数である52。

○紛争当事国による批准・加入の場合の即時の効力発生

1949年諸条約において、武力紛争．占領の存在する場合、当該国による批准．

加入について、批准・加入から効力を生じるまでの6か月53を必要とせず、ただち

‘’1949年諸条約共通第2条、共通第3条、1949年第四条約第6条、第一議定書第1条3項、第3条、
第二議定書第1条

"1949年諸条約第58/57/138/153条、1977年第一議定書第95条、第二議定書第23条、第三議定

書第11条なお、1949年諸条約では加入は効力発生の後になされるものであるが（第60/59

/139/155条)、追加議定書ではそのような時間的制約がなく（第一議定書第94条、第二議定

書第22条、第三議定書第10条)、したがって加入も効力発生に必要な数に加えられる。
s’たとえば、条約法条約'-35(第84条)、1958年海洋法諸条約'-22(領海条約第29条、公海条

約第34条、生物資源保存条約第18条、大陸棚条約第11条)、国連海洋法条約-60(第308条)、

外交関係条約－22（第51条)、領事関係条約－22（第77条)、国連国家免除条約－30（第30条）

s2なお、1954年文化財保護条約'-5第33条)、同議定書－5（10(a))、1999年第二議定書－20
（第43条)、1980年特定通常兵器使用禁止制限条約ご0(第5条）

1949年諸条約第58,61/57,60/138,140/153,156条、1977年第一議定書第95条、第二議定書第23

条、第三議定書第11条
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に効力が生じる旨規定される54．同様の規定は追加議定書には見当たらない。こ

の点についてICRC注釈書では、次のように説明される。「第一議定書は諸条約に

追加される文書であるから、当該条項は第一議定書に適用され、そのことを再述

する必要はない、とICRCは考えていた。しかし、後から考えれば、この点につ

いて疑いがないかどうかを第一委員会に諮ったほうがよかった。人道法外交会議

のいずれの組織もこの点に関して討議を求めなかったので、諸条約共通第62/61／

141/157条によって、第一議定書第1条（一般原則及び適用範囲）に規定する事態

の存在から、紛争当事国の批准・加入について直ちに効力を生じさせる、と結論

することができる｡弱」第二議定書について、この注釈書では、特に言及がない56.

しかし、諸条約共通第62/61/141/157条は非国際的武力紛争に関する第3条につい

ても含むものなので57、その共通第3条を補完．発展させる第二議定書58について

も、第一議定書と同様に、武力紛争時には直ちに発効すると解することができる。

内戦の多発する今日、未だ第二議定書が普遍的な参加を得ていない状況59におい

て、この点は重要であると思われる。なお、同様の規定が武力紛争文化財保護条

約にも存在する60。

○非締約国の「受諾かつ適用」による条約関係の発生

1949年諸条約共通第2条において次の条文が含まれている。「紛争当事国の一が

この条約の締約国でない場合にも、締約国たる諸国は、その相互の関係において

は、この条約によって拘束されるものとする。更に、それらの諸国は、締約国で

*1949年諸条約第62/61/141/157条

*ICRC,Comme"αryo刀娩eAc肋"o"αノProtocolsp・'081.,paras､3738-3739.
*Ibid,pp.1483-1485,1497.,paras.4895-4902,4917.
”「第2条及び第3条に定める状態は、紛争当事国が敵対行為又は占領の開始前又は開始後に

行った批准又は加入に対し、直ちに効力を与えるものとする｡」（諸条約共通第62/61/141/

157条）

581977年第二議定書第1条

"1949年諸条約の当事国数が194であるのに対し、1977年第二議定書の当事国数は165である

（奥脇編『条約集2011J934頁)。

"1954年文化財保護条約第33条3項、同議定書10(c)項、1999年第二議定書第44条
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ない紛争当事国がこの条約の規定を受諾し、且つ、適用するときは、その国との

関係においても、この条約によって拘束されるものとする｡」第一議定書第96条2

項、第三議定書第12条2項にも同様の規定が置かれる。この引用した条文の前半

部分は、後述する総加入条項の適用がないことを確認するものである。ここで関

連するのはその後半部分であり、批准・加入を行っていない非締約国が諸条約・

議定書を「受諾かつ適用」することによって、締約国との条約関係が生じること

とされている。この方式は、実際に、1956年のスエズ紛争において使われた61．

この「受諾かつ適用」とはいかなることを意味しているのか。まず、「適用」と

いうのは、事実として条約規定に従って行動していることを意味する。他方、

｢受諾」というのは、何らかの形式・態度表明が必要とされるのか。この類似の

規定が1954年文化財保護条約および1980年特定通常兵器禁止制限条約にも見られ

るが、前者は「受諾する旨を宣言」することを求めており62、さらに後者は「受

諾し、適用し、かつ、その旨を寄託者に通告」することを必要としている63。し

かし、ICRC注釈書の解釈では、1949年諸条約・1977年第一議定書について、そ

のような形式‘性を必ず必要とするものではなく、実際の適用から黙示的に受諾が

示されることでも可としている"。

ところで、これらの条文は、非締約国間で、紛争当事国たる非締約国がそれぞ

れ受諾かつ適用する場合の条約の適用については直接に規定していない。しかし、

61「第2条のこの条文は1956年秋のスエズ紛争中に適用された。この時、敵対する紛争当事国
は、一方がエジプトで、他方がフランス、イスラエルそしてイギリスであった。これらの
諸国の中でイギリスのみが批准をまだ行っておらず、諸条約によって拘束されていなかっ

た。しかしながら、赤十字国際委員会からの電文に応えてイギリス首相は、その公式の批
准までの間、イギリス政府は諸条約を受諾し、かつ、その必要のある状況が生じたならば

諸条約の規定を完全に適用する意思を有する、と述べた。ICRCはこの声明を他の紛争当事

諸国に伝えた。いずれの交戦国もこの諸条約の適用について異議を唱えなかった｡」(ICRC,
Cり加加e""〃Ⅲp.27.榎本重治・足立純夫共訳『赤十字国際委員会発行ジュネーヴ条
約解説Ⅲ』（朝雲新聞社、1973年）29頁）なお、上記引用は樋口訳。

621954年文化財保護条約第18条3項

“1980年特定通常兵器使用禁止制限条約第7条2項

"ICRC,Co加加entaryIpp､34-37.,ICRC,Cb加加e師α〃o〃theAdditio"αノProtocolspp・1087-
1088.,para.3757.
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条約・議定書の趣旨・目的からすれば、そのような方式での適用が排除されると

は‘思われない。ただし、1949年諸条約について言えば、ほとんどの国がこれら諸

条約の締約国となり、かつこれらの諸条約が国際'慣習法の表明と一般的に考えら

れる今日、このような「受諾かつ適用」による条約としての適用関係の確立の実

際的な意義は少なくなってきている。

なお、内戦に適用される共通第3条・第二議定書については、条約上の制度と

しては反徒の側の批准・加入を想定していない。そして、反徒の「受諾かつ適用」

による条約関係の発生ではなく、武力紛争の発生から当然に締約国政府の遵守義

務が生じる65．他方、非締約国政府による「受諾かつ適用」による条約の拘束力

発生は、考えられうる。但し、武力紛争の存在を認めない一般的な傾向に鑑みれ

ば、公式の「受諾かつ適用」の明言の可能‘性は高くない。

※総加入条項

第一次大戦以前の多くの戦争法条約には、交戦国の中に－カ国でも当該条約の

非締約国が含まれていれば、その条約は当該武力紛争について条約締約国間にお

いても全く適用されない旨の条項が置かれていた。そのような条項が「総加入条

項」と呼ばれる。1868年のセント・ピータースブルグ宣言（サンクト・ペテルブ

ルグ宣言66）がこの条項を含む最初の例と見られる。それによれば

「この約束は、二以上の締約国または加入国の間の戦争の場合に、それらの国に

対してのみ拘束力を有する。この約束は、非締約国あるいは加入していない国に

対して適用されない。

また、締約国あるいは加入国の間の戦争に、非締約国あるいは加入していない

“但し、前述のように、「特別の協定」によって共通第3条以外の諸規定の実施に合意すれば、

その限りで、反徒も当該協定の当事者になる。

66i8Q9年窒息性ガスに関する宣言の公定訳においては「聖彼得墜宣言書」と表記される（山

本編『条約集1999J614頁、高橋『纂註国際法外交篠規』486頁)。
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国が交戦国の中に加わった時から、この約束の拘束力は終了する｡67」

1899年ハーグ諸条約においても同様の表現でこの条項が入れられた"1907年ハー

グ陸戦条約第2条では少し異なり、

「第一条二掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、交戦国力悉ク本条約ノ当事者ナルト

キニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス｡69」

と表現される70．セント・ピータースブルグ宣言（サンクト・ペテルブルグ宣言）

を起草した1868年会議7'や1899年ハーグ会議72では当該宣言・条約が締約国間にお

いてのみ拘束力を持ち、非締約国に対しては拘束されないことに議論の力点が置

かれたのであるが、1907年ハーグ会議では、この条項の意義として「交戦国は、

その敵に対して課されない制約を受けるべきではない。この原則は、それ自体正

当なものであるのみならず、その適用はハーグ諸条約に参加するすべての国にとっ

てより有利なものとなるので、ハーグ諸条約の受け入れ拡大を促進する効用を有

する73」と説明された。

67Q．Fr・deMartens．Ⅳり"veα〃recueilg伽を、ノ‘た〃α"es,conve""o"sαα""巴sかα"sac"o"s
re腕α可"αblesTomeXⅥⅡ(Goettingue,1873.,Krausreprint,1975)p.475.(仏語正文),

SchindlerandToman(eds.).FourthEditionp.92.(英語訳文）
“1899年陸戦条約第2条、ジュネーヴ条約諸原則海戦適用条約第11条、軽気球上より及び之に

類似したる他の方法に依り投射物及び爆裂物を投下することを五箇年間禁止する宣言、窒

息性ガスに関する宣言、開展弾丸に関する宣言(SchindlerandToman(eds.).FourthEdition
pp.62,375,311,96,100.)1899年ハーグ会議議事録において、この条項がセント・ピータース
ブルグ宣言（サンクト・ペテルブルグ宣言）に由来するものである旨説明された。(James
BrownScott,Theprocee或"9s呼妨eHaguePeaceCひ峡だ"c“：〃zI"s""o〃q′油eofficiaノ

texts:7舵⑰砿だ"ceof1899(OxfordUniversityPress,1920,reprint2000)p.209.)
‘，奥脇直也編集代表『国際条約集2011年版』（有斐閣、2011年)685頁（公定訳）

70開戦敵商船取扱条約第6条、商船軍艦変更条約第7条、自動触発水雷敷設条約第7条、戦時海

軍力砲撃条約第8条、ジュネーヴ条約諸原則海戦適用条約第18条、海戦捕獲権行使制限条約

第9条も同様の表現である。なお、「軽気球上より投射物及び爆裂物を投下することを禁止

する宣言」においては、1899年宣言と同じ表現が用いられている。(SchindlerandToman
(eds.).FourthEditionpp.1061,1067,1073,1082,401,1089,311.)

"G.Fr.deMartens・Nb"veα〃rec"e〃摩"を、ノ北traites,conve""o"sαα""as〃α"sac"o"s

”"α〃"αblesTomeXVIII(Goettingue,1873.,Krausreprint,1975)pp.471-472.

'̂JamesBrownScott,TheproceedingsoftﾙeHaguePeaceConferences:translationofthe
q〃jciα〃exts:TheCon走陀"ceof1899(OxfordUniversityPress,1920,reprint2000)p.209.

'̂JamesBrownScott,TheproceedingsoftheHaguePeace⑰砿rences:translationofthe
Q〃iciα〃exts:TheCひ"た花"ceq〃卯7Vol.I(OxfordUniversityPress,1920,rep血t2000)p.338.
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この条項により1907年ハーグ諸条約は第一次世界大戦に法的には適用されない

ことになったが、これにより交戦国が条約上の義務を免れる主張を行った例は稀

であった、と指摘される"o1864年の最初の赤十字条約75を改訂した1906年条約に

も総加入条項が含まれており（第24条76)、当初から交戦国であったモンテネグロ

が条約当事国でなかったが、条約当事国たる交戦国のいずれもこのことを援用せ

ず、1906年条約は総ての締約国によって有効なものと考えられた、と解説され

る"1929年ジュネーヴニ条約においてはこの総加入条項は含まれない。条約作

成会議においては、特に、締約国の軍隊と非締約国であるその同盟国の軍隊が共

同して作戦を行う場合、条約適用が困難になると指摘された。そして、締約国は

敵交戦国中の非締約国に対して条約遵守の可否を問い、拒否または沈黙の場合に

は、敵交戦国全体に対して条約の適用義務を負わない、とする案をフランス、イ

タリアおよびスイスの三国が提出した"。しかし、この提案は十分な賛成が得ら

れず79,非締約国が交戦国に加わる場合でも締約国間では条約が適用されるとす

る条約草案81（そしてイギリス案81）の原則が維持された。以後、この総加入条項

を明示的に排除する規定が人道法諸条約に引き継がれることとなる（1949年ジュ

ネーヴ諸条約共通第2条、1977年第一議定書第96条2項、2005年第三議定書第12条

JamesWilfordGamer,肋花、α"o"α/Lawα"dtﾙeP伽γ〃卯̂ arVol.1(Longmans,Greenand

Co.1920,Reprint2003)pp.19,21.
7sこの条約には総加入条項は含まれていない。

76条文上の表現が1899年ハーグ諸条約のものと少し異なるが、これはより正確に表現するた

めの修正であると説明された。凶α“伽mc℃唯彫"cederevisio〃だ""ieaGe"帥e伽〃
ん腕α〃6.ﾉ"jルノ〃06,p.264.)

"PaulDesGouttes,Laconve""o〃deGe"をvepour化加eliorationdusortdesbles函由α‘たs

"α〃たsdans伽αr",ea3e〃α碗pagnedu27ん"は〃29;Cb加碗e師α"e(CICR,1930)
p.188.

''Ac趣叱mCo唯だ"cedipﾉo"α"queconvoqueepαγノeConse〃だ虎rαノS"姉epo"γ〃
だvisio〃火〃Cひ"ve""o〃伽6〃此/1906pour肋加さ"o、"o〃伽sortdesbﾉ2ss由α

"α〃〔ねs伽"s伽α""ease〃cα"magneetpourノゼル加、"o〃‘〃"eco"ve""o〃γeね"vgα〃

〃α"e"e師despriso""ie応娩guerreαだ""ieaGe"帥edu!"au27〃此/1929(Geneve,
1930)p.320.

''Ibid,pp､321,329.

''Ibid,p､20.

'Ibid,pp.300,322.
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2項)。そして、さらに、前述のように、非締約国の「受諾かつ適用」による条約

関係の発生についても規定されることとなる。

諸国の実行における総加入条項の不援用は、その条約と同内容の国際‘慣習法の

存在と無関係ではない。当該条約規定と同じ内容の‘慣習法が存在しているならば、

あるいは当該条約（の規定内容）がその後’慣習法化したと認識されるならば、そ

の条約中の総加入条項は実質的な意味を持たなくなる。つまり、総加入条項を援

用して条約そのものの効力を否定しても、同内容の'慣習法の効力は依然として残

るのであって、総加入条項をわざわざ援用する意味は存在しない、ということで

ある。第二次大戦後のニュルンベルク国際軍事裁判判決において、1907年ハーグ

陸戦条約に関して、「この1907年ハーグ条約第2条の中の『総加入』条項によって

このハーグ条約が本件において適用されない、と主張される。・・・今次戦争の

若干の交戦国はこの条約の当事国ではなかった。本法廷の見解では、この問題に

ついて判断する必要はない。本条約に示される陸戦規則は、明らかに、その採択

時においては現行国際法を越える進歩を現すものであった。本条約は、当時存在

したと考えられる『戦争の一般法規および'慣習を改訂する」ことに取り組むもの

であることを、明確に述べている。しかしながら、1939年までに本条約中に規定

されるこれら規則はすべての文明諸国によって認められ、本条例第6条b項で言及

される戦争の法規および'慣習を宣言したものであると認識されるようになった｡82」

と述べられた83．人道法条約（の規則）が'慣習法の表明であると認識される限り、

総加入条項はもちろん、その条約の締約国であるか非締約国であるかも考慮する

必要がない。しかし、その条約規定内容が'慣習法の表明ではないならば、総加入

条項のない場合、締約国・非締約国の入り混じる武力紛争においては条約の適用

82乃jα/q肋eMc卵rWarCrimi"αんbeforer力eInternα"o"αﾉMﾉ"α〃7》圏j加"al,Ni"℃"ibe噌脚
Ⅳbvember〃ｲ5-7October1946Vol.1(Germany,1947)pp､253-254.

83東京裁判判決においても、ハーグ諸条約が「国際‘慣習法のよい証拠」として位置づけられ

ている。(NeilBoisterandRobertCryer(eds.),Docume"応o〃theTokyo肋だ〃α"o"αノ
Military乃必""αノ：cﾙα"e脇加dictme"α"dノ"‘を7"e"な(OxfordUniversityPress,2008)

pp.102,104.)
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関係の複雑‘性が顕在化する。前述の「受諾かつ適用」方式の活用が望まれること

となる。

2適用の終期

前述のように、国際人道法は原則として武力紛争において適用される法である

から、武力紛争が終結すれば、国際人道法の適用も終了するはずである。しかし

ながら、敵対行為が停止し、紛争当事国間の平和的関係が回復しても、捕虜や文

民の本国送還・居住地の設定"が終了していないことがある。このような場合を

考慮して、ジュネーヴ諸条約・追加議定書において、そのような者の送還終了・

居住地設定まで条約の適用が継続することとされている（1949年第一条約第5条85、

第三条約第5条、第四条約第6条、1977年第一議定書第3条)。

また、交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が捕虜の資格を有するかどうか

について疑いのある場合、権限ある裁判所によって決定されるまでは捕虜条約上

の保護が与えられる(1949年第三条約第5条)。

1949年文民条約（第四条約）については、紛争当事国の領域内では、軍事行動

の全般的終了の時にその適用が終了するが、占領地域内においては、軍事行動の

全般的終了の後一年までその適用が継続されることとされ、さらに、占領が継続

する場合、一定の条項のみが引き続き効力を持つとされた（1949年第四条約第6

条)。この占領継続の場合、1977年第一議定書では、占領地域においては1949年

諸条約および第一議定書が占領終了時まで適用される、と拡大された（1977年第

一議定書第3条(b))。もともとこの1949年文民条約の「一年規定」は第二次大戦

"1949年第四条約第6条において、何らかの理由で本国に送還されえず、また現在の居住国で

の永住を許可されない被保護者が別の国で居住地を定める場合について、この用語が用い

られている(ICRC,Co加加e"”〃Ⅳp.64.)。
“第一条約の適用対象者で敵の権力内にある者は捕虜であるから、捕虜条約の保護を同時に

受ける(ICRC,Co加加e〃α〃/p.65.)。なお、第二条約には第一条約第5条に対応する規定
がない。その理由として、その被保護者は陸上で収容され、第一条約、第三条約あるいは

第四条約が適用されるから、と説明される(ICRC,Commentα〃〃p.41.)。
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後の日本およびドイツの場合を念頭においたもので86、一般的な規定としては必

ずしも適切なものではないと再考されたのである87.ただし、当該事態に第一議

定書は適用されず、文民条約のみが適用されるならば、この「一年規定」は引き

続き効力を有する。「パレスチナの壁建設勧告的意見」において、国際司法裁判

所(ICJ)は、イスラエル占領地に対する1949年文民条約の適用を認めたうえで、

｢1967年における西岸占領に至る軍事行動は、はるか以前に終結しているので、

第6条3項で言及されるジュネーヴ第四条約の諸規定のみがその占領地域に継続し

て適用される｡」とした88．

人道法関係の条約においては、条約としての廃棄に関する規定がおかれること

も多い。セント．ピータースブルグ宣言（サンクト・ペテルブルグ宣言）に廃棄

条項は見当たらないが、1899年・1907年ハーグ諸条約・諸宣言においては廃棄通

告後一年で廃棄の効力が生じるとされている".1929年ジュネーヴニ条約では、

廃棄通告後一年で廃棄の効力が生じるけれども、廃棄国の参加する戦争中にはそ

の廃棄の効力が生じることなく、平和回復まで条約の有効'性が継続するとされ

た"o1929年捕虜条約第96条では、さらに、送還活動が終了するまで条約の効力

が及ぶと規定された。この方式は、1949年諸条約(63/62/142/158条91）・1977年

追加議定書（第一議定書第99条、第二議定書第25条92）そして2005年第三議定書

*ICRC,Co加加e師ary/Vp､62.

"BOTHE,PARTSCH,SOLF,Co加加e"”〃O〃〃ieTwo1977Protocolsp.59.
88肋だ、α"o"αノLawR印ﾌor応Vol.129,p.105.,para.125.
89^99年陸戦条約第5条、ジュネーヴ条約諸原則海戦適用条約第14条、軽気球上より及び之に

類似したる他の方法に依り投射物及び爆裂物を投下することを五箇年間禁止する宣言、窒

息性ガスに関する宣言、開展弾丸に関する宣言、1907年陸戦条約第8条、開戦敵商船取扱条

約第10条、商船軍艦変更条約第11条、戦時海軍力砲撃条約第12条、ジュネーヴ条約諸原則

海戦適用条約第27条、軽気球上より投射物及び爆裂物を投下することを禁止する宣言な

お、自動触発水雷敷設条約においては有効期間が批准から7年間とし、しかし廃棄されない

限りその後も効力を有するとされ、廃棄通告後6カ月で失効すると規定される（第11条)。

”傷病者状態改善条約第38条、捕虜条約第96条

'1基本的に共通規定であるが、第四条約第158条には「解放」「送還」に加えて「居住地の設

定」が入れられる。

”第二議定書においては、1年ではなく6カ月で廃棄の効力が生じる。この期間の相違につい

て、「外交会議公式議事録からはこの相違の理由は明らかではない。おそらく、自国の国内
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(第14条）に引き継がれており、また他の人道法条約93においても見ることができ

る。もちろん、このような廃棄条項も、当該条約が‘慣習法の表明であると認識さ

れるに従って、実質的な意味がなくなる。なお、RobertsandGuelifの資料集94を

参照する限り、人道法の諸条約について、正式な廃棄の例は見当たらない。

略語表（前号一『琉大法学』第86号-62頁に追加されるもの）

奥脇編『条約集2011』：

奥脇直也編集代表『国際条約集2011年版』（有斐閣、2011年）

ICRC,α加加e"α〃/:

ICRC,Cb加加e"taryIGeneva⑰"ve""o〃んrtheAmeliorationoftheCo"伽ionqf的e

〃b""火。α"dSick加ArmedFoγ℃“加的e〃eld(1952)

ICRC,Co加加e加α〃Ⅱ：

ICRC,Co加加e""〃〃GenevaCり"Ve""onfiﾌ″ﾙeAmeliorationoftﾙeCり"‘伽O〃qゾ〃b""昨“

Sickα"dsﾙわwreckedハル"bersofArmedFor℃asαr此a(1960)

ICRC,Commenta〃Ⅲ

ICRC,⑰""e"”〃mGeneva⑰"ve""o〃だ肋ivetotﾙe刀eatmentofPr“"e応qf〃tJr

(1960)

ICRC,⑰加加e”α〃Ⅳ§

ICRC,⑰加加entaryIVGeneva⑰"ve""o〃だ""vetotheP7℃花c"onofCか"jα〃Perso祁加

""eofwar(1958)

的問題についてより広い権限を保持しておきたいと考える会議参加諸国の意図の反映であ

ると思われる｡」と説明される(ICRC,Co加加e""〃o〃〃ieAc〃"o"αノProtocolsp.1502.
para.4922.)。

”武力紛争文化財保護条約第37条、同議定書13(a)、同第二議定書第45条、特定通常兵器禁止
制限条約第9条

*AdamRobertsandRichardGuelff(eds.),Doc""e"応o〃theLawsof〃'ar3rded.(Oxford

UniversityPress,2000)
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ICRC,の加加e"#αゆo〃肋eAc北加o"αノProtocols:

ICRC,Co加加e”α〃o〃肋eA成加o"αﾉP'-otocolsof8.ﾉｶｲ"e1977totheGenevaConve""onsof

12August1949(Nijhoff,1987)

BOTHE,PARTSCH,SOLF,Co加加e"”〃o〃肋eTwo1977Pﾉ℃mcols:

MICHAELBOTHE,KARLJOSEFPARTSCH,WALDEMARA.SOLF,肥〃R[圧,ESFOR

J7CZXAおOF4RA伍DCO班ﾏZICr1SCひ加加e〃α〃o刀妨eTwo1977ProtocolsAc減"o"αノ"肋e

GenevaCb"ve""onsof1949(Nijhoff,1982)

前号（『琉大法学』第86号）正誤表

37頁註11

F.deMartens,Lapaなα〃gueグァe-LaconferencedeBruxelles1874.Droiなα火voirscたs

be"唾、"応化urapplicα"onpe"ぬ〃んguerredりHe"〃874-1878ﾉLaco"だグセ"cedeLaHeりﾉe

1899(Paris-ArthurRousseau,1901)

（綴字符号の印刷上の誤り）

38頁註18

樋口一彦「一九七七年ジュネーヴ諸条約第一追加議定書における戦闘員の資格（一)」『関

西大学大学院法学ジャーナル』第44号(1986年）

（長音記号の印刷上の誤り）

51頁註96

樋口一彦「ヘルツェーグ著『国際人道法の発展』」『関西大学大学院法学ジャーナル』第43

号

（長音記号の印刷上の誤り）

55頁註118

樋口一彦「一九七七年ジュネーヴ諸条約第一追加議定書における戦闘員の資格（一)」『関

西大学大学院法学ジャーナル』第44号（1986年）

（長音記号の印刷上の誤り）

57頁註124

Tadi6

（綴字符号の印刷上の誤り）
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